
裏面へ続きます。 

  公益社団法人高崎市シルバー人材センター 

 

〇 新しい働くシステムです 

シルバー人材センターは、健康で働く意欲のある高年齢者の新しい就業システムです。 
高年齢者の持つ豊富な「知識･経験･技能」を活かし、働くことを通して自らの生きがいや
健康の増進を求めるとともに、社会参加により地域の発展に寄与することを目的とした、
公共的な団体です。法律により国･県･市の援助を受けて活動しています。 
当センターは、昭和５６年１１月に社団法人として創立し、平成２４年４月１日に公益法
人として認可された団体で、令和７年３月末日の登録会員数は約１,８００人です。 

〇 高崎市シルバー人材センターへの入会の条件は？ 
▽ 高崎市内にお住まいの方 

▽ 入会時に満６０歳以上の方 

▽ 働く意欲のある健康な方 

〇 会員になるには？ 
① 会員登録をするには、裏面記載の日程で開催する「入会説明会」へご本人が参加(ご家

族等の同席は可能です)していただき、その説明会でお渡ししている「入会申込書」等の
提出が必要です。 

② 入会申込書を提出された方は、入会承認を経た後、「就業講習会」を受講していただき、
会費の納入をもって正会員となります。 

※ 就業講習会は正副理事長による入会承認後、封書にて日程のご案内をいたします。 

〇 年会費は？ 

年会費は、１年度(4 月１日～翌年３月 31 日の間)２,４００円です。ただし、年度途中(５
月以降)で入会した場合は月額 200 円で計算し、入会時に納入していただきます。 

例) 10 月入会  会費１,２００円(６ヶ月分) 

〇 どんな仕事が？ 
当センターでは、主に次のような仕事を受注し、会員の皆さんへ請負･委任及び派遣によ
る就業形態で紹介しています。 

〇 事務整理業務 毛筆･筆耕業務、あて名書き、書類整理など 

〇 施設管理 駐車場、駐輪場、公民館、その他公共施設などの管理業務 

〇 技能作業 樹木剪定、襖･障子・網戸張替え、自動車運転など 

〇 軽作業 除草作業(機械作業･手作業)、企業･スーパー内各種作業、一般家庭内作業など 

〇 サービス分野 家事援助サービス、高齢者･障がい者･児童等福祉サービスなど 

※ ひとりの会員が就業する時間の目安が、「週２０時間未満(月８０時間未満)」となって

いますので、複数の会員が働く就業先では、ローテーション就業やワークシェアリング
を行っています。 

〇 仕事をするには？ 
当センターでは、会員の就業にふさわしいと思われる、「臨時的･短期的･軽易な仕事」を
発注者(就業先)から引き受け、各会員の皆様が入会時に提出していただく「会員票」の希望
職種等を職員が考慮したうえで、その引き受けた仕事の条件に近い会員へ案内を行います。 
そのため、会員各個人の希望する職種により、依頼される仕事の数に差がありますので、
入会後すぐに就業できるとは限りません。 

～ 入会のご案内 ～ 
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会員の仕事の形態は、就業先から指揮命令を受けず、シルバー人材センターや就業先と雇
用契約を結ばない「請負･委任」によるものと、就業先から直接指揮命令を受け、シルバー
人材センターに雇用され仕事を行う「シルバー派遣」によるものがあります。 
請負･委任による就業の場合は、労働基準法に基づく「労働者」とならないため、労災の
適用や健康保険、厚生年金、雇用保険等の保険料の負担義務はありません。また、シルバ
ー派遣による就業の場合は請負･委任とは異なり、労災の適用や、条件により雇用保険、健
康保険、厚生年金などの各種公的保険への加入を行います。 

〇 会員傷害保険 
前記のとおり、請負･委任での就業の場合には制度上労災の適用がありません。そのため、
当センターが依頼した仕事の従事中、及び仕事への往復時のケガについては、当センター
が加入している団体傷害保険により補償を行います。 
なお、シルバー派遣での就業中等のケガには労災の適用を行います。 

〇 報酬は？ 
請負･委任にて働いて得た報酬を「会員業務委託料」といいます。働いた仕事量に応じた
委託料は、原則として翌月の 20 日に入会時に提出された金融機関に当センターから振込
を行います。シルバー派遣での場合は「賃金」となり、月末に「会員業務委託料」と同様
に振込を行います。 

〇 入会説明会開催日程 

～ 入会を強制することはありませんので、お気軽にご参加ください ～ 

※ ご参加の際にご予約等は必要ありませんが、会場の都合により各回の定員を先着３０名と
させて頂いておりますのでご了承ください。 

※ 移動手段の都合などで、本部への来所が困難な場合には下記最寄りの連絡所へご相談ください。 

〇 お問い合わせ先 

公益社団法人高崎市シルバー人材センター 
本 部 事 務 局：高崎市江木町１５２７番地１ 

電 話：027-322-0206 

FAX：027-325-9432 
ホームページ http://webc.sjc.ne.jp/takasaki/ 

榛名倉渕連絡所：高崎市下室田町８７１番地１３ 

電話：027-393-6700 

箕郷群馬連絡所：高崎市箕郷町生原１４８７番地 

電話：027-371-6333 

吉 井 連 絡 所：高崎市吉井町下奥平１８７番地 2 

電話：027-388-2951 

令和７年 

4 月２日(水) 7 月２日(水) 10 月１日(水) 

令和８年 

1 月７日(水) 

4 月１６日(水) ７月１６日(水) 10 月１５日(水) １月２１日(水) 

５月７日(水) 8 月６日(水) 11 月５日(水) 2 月４日(水) 

５月21 日(水) ８月２０日(水) 11 月１９日(水) 2 月１８日(水) 

6 月４日(水) 9 月３日(水) 12 月３日(水) ３月４日(水) 

６月１８日(水) ９月１７日(水) 12 月１７日(水) ３月１８日(水) 

開始時刻 全日程共に午後１時３０分開始(２０分前より受付開始) 

会 場 
公益社団法人高崎市シルバー人材センター本部事務局 

２階多目的ホール※ 

持 ち 物 筆記用具のみご持参ください 

ホームページ QR X(旧 twitter) QR 


